
学 科 等 科 名
高 校 名

全 日 制 定 時 制
所 在 地 電 話

コ ー ス 名 又 は 科 名 学 科

町 田 工 科 工 業 総合情報 194-0035 町田市忠生1-20-2 042(791)1035

町 田 総 合 総 合 （単位制） 194-0037 町田市木曽西3-5-1 042(791)7980

小 金 井 北 普 通 184-0003 小金井市緑町4-1-1 042(385)2611

小 金 井 工 科 工 業 機械　電気・電子 184-8581 小金井市本町6-8-9 042(381)4141

多摩科学技術 工 業 科学技術 184-8581 小金井市本町6-8-9 042(381)4164

小 平 普 通 187-0042 小平市仲町112 042(341)5410

コ ー ス 外国語

小 平 西 普 通 187-0032 小平市小川町1-502-95 042(345)1411

小 平 南 普 通 187-0022 小平市上水本町6-21-1 042(325)9331

日 野 普 通 191-0021 日野市石田1-190-1 042(581)7123

日 野 台 普 通 191-0061 日野市大坂上4-16-1 042(582)2511

南 平 普 通 191-0041 日野市南平8-2-3 042(593)5121

東 村 山 普 通 189-0011 東村山市恩多町4-26-1 042(392)1235

東 村 山 西 普 通 189-0024 東村山市富士見町5-4-41 042(395)9121

国 分 寺 普 通 (単位制) 185-0004 国分寺市新町3-2-5 042(323)3371

国 立 普 通 186-0002 国立市東4-25-1 042(575)0126

第 五 商 業 商 業 ビジネス 商 業 商業 186-0004 国立市中3-4-1 042(572)0132

福 生 普 通 普 通 197-0005 福生市北田園2-11-3 042(552)5601

多 摩 工 科 工 業 機械　電気　環境化学 197-0003 福生市熊川215 042(551)3435

デュアルシステム

狛 江 普 通 201-0013 狛江市元和泉3-9-1 03(3489)2241

東 大 和 普 通 207-0015 東大和市中央3-945 042(563)1741

東 大 和 南 普 通 207-0022 東大和市桜が丘3-44-8 042(565)7117

清 瀬 普 通 204-0022 清瀬市松山3-1-56 042(492)3500

久 留 米 西 普 通 203-0041 東久留米市野火止2-1-44 042(474)2661

東久留米総合 総 合 (単位制) 総 合 (単位制) 203-0052 東久留米市幸町5-8-46 042(471)2510

上 水 普 通 (単位制) 208-0013 武蔵村山市大南4-62-1 042(590)4580

武 蔵 村 山 普 通 208-0035 武蔵村山市中原1-7-1 042(560)1271

永 山 普 通 206-0025 多摩市永山5-22 042(374)9891

若 葉 総 合 総 合 (単位制) 206-0822 稲城市坂浜1434-3 042(350)0300

羽 村 普 通 205-0012 羽村市羽4152-1 042(555)6631

秋 留 台 普 通 197-0812 あきる野市平沢153-4 042(559)6821

五 日 市 普 通 普 通 190-0164 あきる野市五日市894 042(596)0176

田 無 普 通 188-0013 西東京市向台町5-4-34 042(463)8511

保 谷 普 通 202-0005 西東京市住吉町5-8-23 042(422)3223

田 無 工 科 工 業 機械　建築　都市工学 188-0013 西東京市向台町1-9-1 042(464)2225

瑞 穂 農 芸 農 業 園芸科学　畜産科学　食品 併 合 普通・農業 190-1211 西多摩郡瑞穂町石畑2027 042(557)0142

家 庭 生活デザイン

大 島 普 通 普 通 100-0101 大島町元町字八重の水127 04992(2)1431

併 合 農林・家政

大島海洋国際 水 産 海洋国際 100-0211 大島町差木地字下原996-1 04992(4)0385

新 島 普 通 100-0402 新島村本村4-10-1 04992(5)0091

神 津 普 通 100-0601 神津島村1620 04992(8)0706

三 宅 普 通 100-1211 三宅村坪田4586 04994(6)1136

併 合 農業・家政

八 丈 普 通 普 通 100-1401 八丈町大賀郷3020 04996(2)1181

併 合 園芸・家政

小 笠 原 普 通 100-2101 小笠原村父島字清瀬 04998(2)2346

【通信制課程】
学　 科 電 話

一 橋 普 通 101-0031 千代田区東神田1-12-13 03(3862)6061

新 宿 山 吹 普 通 162-8612 新宿区山吹町81 03(5261)9771

砂 川 普 通 190-8583 立川市泉町935-4 042(537)4611

学 校 名 所 在 地
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その他必要な書類

卒業見込みの者 ◎ ◎ ◎ ◎ ▲ ◎ △ △

卒業者 ◎ ◎
◎
＊3

◆ ▲ ◎ ● △
応募資格審査取扱要項１に
定める書類

中学校卒業認定者 ◎ ◎ ◆ ▲ ◎ ● △ 中学校卒業程度認定証書

◎ ◎ ◆ ▲ ◎ ● △ 出身小学校の修了証書

修了見込みの者 ◎ ◎ ◎ ◆ ▲
◎
＊4

● △

修了者 ◎ ◎
◎
＊3

◆ ▲
◎
＊4

● △

卒業見込みの者 ◎ ◎ ◎ ◆ ▲ ○ ◎ △ △

卒業者 ◎ ◎
◎
＊3

◆ ▲ ◇ ◎ ● △

◎ ◎ ◎ ◎ ▲ ◎ △
島しょからの転居に関する
申立書(様式15)

島しょへ転居予定の者 ◎ ◎ ◎ ◎ ▲ ◎ △
島しょへの転居及び身元引
受人に関する申立書
(様式15-2)

都立特別支援学校に在籍している者 ◎ ◎ ◎ ◆ ▲ ◎ ● △

◎ ◎ ◎ ◆ ▲ ◎ ● △

上記以外の者 ◎ ◎ ◎ ◆ ▲ ○ ● △
応募資格審査取扱要項３に
定める書類

日本人学校卒業（見込み）者 ◎ ◎
◎
＊3

▲ ○ ● △

現地校卒業（見込み）者 ◎ ◎ ▲
◎
＊3

● △

（注１）　上記の「転居」には、島しょ以外の都内での転居は含まない。

（注２）　◎は、必ず全員提出する。ただし、成績一覧表及びESAT-Jスコアレポート（原本）は、在学している中学校の校長が親展扱いで、生徒が出願を予定

　　　　している都立高校長に提出する。

　　　　　なお、やむを得ない理由により中学校英語スピーキングテスト（ESAT-J）を受験できない又は受験できなかったことについて東京都教育委員会の

　　　　承認を受けた志願者は、スコアレポートに替えて、都立高等学校入学者選抜におけるESAT-Jの結果活用に関する措置申請承認書を提出する。

　　　　  ○は、卒業見込みの者のみ提出する。ただし、中学校において成績一覧表が作成できない場合、提出する必要はない。また、卒業者については

 　 　　提出する必要はない。　

          ＊1 は、第一次募集・分割前期募集においては、出願サイト上に志願者情報等を入力する。

          ＊2 は、第一次募集・分割前期募集においては、出願サイト上での決済又は所定の納付書による。

          ＊3 は、令和６年３月３１日現在満２０歳以上の者（平成１６年４月１日以前に出生した者）は、調査書の代わりに卒業証明書を提出する。

　　　　　なお、令和３年度及び令和４年度の卒業者については（様式10-2）により、令和２年度以前の卒業者については（様式10-3）により作成する。

          ＊4 は、住民票記載事項証明書（様式応３）に外国籍を有していることの証明が必要。住民票記載事項証明書に証明がない場合、外国籍を有して

　　　　いることを証明する公的機関発行の書類を併せて提出すること。

　　 　   ▲は、面接・面談実施校の志願者のみ提出する。

 　　   　△は、該当する者のみ提出する。

 　　   　◇は、外国において学校教育における９年の課程を修了した者のみ提出する。この場合、調査書を提出する必要はない。

 　　   　●は、保護者が父母であり、父母のどちらか一方が特別の事情により都内に志願者と同居できない場合のみ提出する。

　　　　　◆は、中学校英語スピーキングテスト（ESAT-J)を本人の希望により受験した者のみ提出する。

（注３）　都内の中学校を卒業見込みの者で、入学者選抜における検査結果を都立高校から中学校へ提供することに同意する場合、出願サイト上で入学願書

　　　　における個人情報の提供に関する同意署名欄に受検者氏名が表示されるように登録するか、入学願書の所定の欄に志願者本人が自署する。

（注４）　児童福祉施設に入所している東京都の措置児童については、当該児童福祉施設の長からの「意見書」、都内の里親又は小規模住居型児童養育事業

     　 （ファミリーホーム事業）委託生徒については、「措置通知書」の写しの提出をもって、具申書とみなす。

（注５）　住民票記載事項証明書（様式応３）については、次のことに留意する。

    　 (1) 志願者及び保護者について、令和５年１１月２０日以降に区市町村長が発行したものであること。

   　  (2) 志願者が成人の場合は、保護者について記載する必要はない。

（学力検査に基づく選抜・全日制）

都立高等学校入学者選抜出願書類一覧

都内の中学校を卒業見込みの者
又は既に卒業した者

国内の外国人学校において日本の９年の義務
教育相当の教育を修了見込み又は既に修了し
た外国籍を有する者

都内在住者で都外の中学校を卒業見込みの者
又は都内在住者で中学校を既に卒業した者
（都内在住者で外国において学校教育におけ
る９年の課程を修了した者を含む。）

高等学校において、中学校を卒業した者と同等以上の学力があ
ると認めた者（義務教育年限が満12歳までであった当時に義務
教育を終え、その後相当年齢に達した者)

調査書が発行できない場合
は、外国人学校の修了（見
込み）証明書

入
学
日
ま
で
に
転
居
予
定
の
な
い
者

入
学
日
ま
で
に
転
居
予
定
の
あ
る
者

都外在住者で都内
に転入することが
確実な者

海外で学校教育に
おける９年の課程
を修了後、入学日
までに都内に転入
することが確実な
者

応募資格審査取扱要項１に
定める書類

都外に所在する児童福祉施設に入所している
東京都の措置児童

特別支援学校長又は児童福
祉施設の長の「意見書」
（志願者の入学後の居住予
定等について記載のあるも
の）

都内在住者で都内
の中学校を卒業見
込みの者

島しょの中学校卒業見込みの者

応募資格審査取扱要項４に
定める書類

提出を要する書類等

応 募 資 格

10

12

14

11

13

*1

*2

－95－
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自
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書
（

様
式
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その他必要な書類

中学校卒業見込みの者 ◎ ◎ ◎ ◎ ▲ ◎ △ △
都外の中学校を卒業見込みの者
は住民票記載事項証明書（様式
応３）が必要

◎ ◎ ◎
★

◆ ▲ ◎ △

成人受検者特別措置希望者 ◎ ◎ ◎
★

◆ ▲ ◎ ◎ △

◎ ◎ ◆ ◎ ▲ ◎ △

成人受検者特別措置希望者 ◎ ◎ ◆ ◎ ▲ ◎ ◎ △

中学校卒業見込みの者 ◎ ◎ ◎ ◆ ▲ ○ △

◎ ◎ ◎
★

◆ ▲ △

成人受検者特別措置希望者 ◎ ◎ ◎
★

◆ ▲ ◎ ◎ △

◎ ◎ ◆ ◎ ▲ △

成人受検者特別措置希望者 ◎ ◎ ◆ ◎ ▲ ◎ △

◎ ◎ ◎
★

◆ ▲ △

成人受検者特別措置希望者 ◎ ◎ ◎
★

◆ ▲ ◎ ◎ △

◎ ◎ ◆ ◎ ▲ △

成人受検者特別措置希望者 ◎ ◎ ◆ ◎ ▲ ◎ △

◎ ◎ ◎ ◆ ▲ ○ △

◎ ◎ ◎
★

◆ ▲ △

成人受検者特別措置希望者 ◎ ◎ ◎
★

◆ ▲ ◎ ◎ △

◎ ◎ ◆ ◎ ▲ △

成人受検者特別措置希望者 ◎ ◎ ◆ ◎ ▲ ◎ △

（注１）　◎は、必ず全員提出する。ただし、成績一覧表及び及びESAT-Jスコアレポート（原本）は、在学している中学校の校長が親展扱いで、生徒が出願

　　　　を予定している都立高校長に提出する。

　　　　　なお、やむを得ない理由により中学校英語スピーキングテスト（ESAT-J）を受験できない又は受験できなかったことについて東京都教育委員会の

　　　　承認を受けた志願者は、スコアレポートに替えて、都立高等学校入学者選抜におけるESAT-Jの結果活用に関する措置申請承認書を提出する。

          また、★を付してある者のうち、令和３年度及び令和４年度に中学校を卒業した者については調査書（様式10-2）を、令和２年度以前に中学校を

        卒業した者については、調査書（様式10-3）を用いる。

      ＊1 は、第一次募集・分割前期募集においては、出願サイト上に志願者情報等を入力する。

      ＊2 は、第一次募集・分割前期募集においては、出願サイト上での決済又は所定の納付書による。

  　　　　○は、中学校において成績一覧表が作成できない場合、提出する必要はない。　

　　 　   ▲は、面接実施校の志願者のみ提出する。

  　　　　△は、該当する者のみ提出する。

　　　　　◆は、中学校英語スピーキングテスト（ESAT-J)を本人の希望により受験した者のみ提出する。

（注２）　都内の中学校を卒業見込みの者で、入学者選抜における検査結果を都立高校から中学校へ提供することに同意する場合、出願サイト上で入

　　　　学願書における個人情報の提供に関する同意署名欄に受検者氏名が表示されるように登録するか、入学願書の所定の欄に志願者本人が自署する。

（注３）　令和６年３月３１日現在満２０歳以上の者（平成１６年４月１日以前に出生した者）は、調査書の代わりに卒業証明書を提出する。

　　　　　なお、令和３年度及び令和４年度の卒業者については（様式10-2）により、令和２年度以前の卒業者については（様式10-3）により作成する。

（注４）　住民票記載事項証明書（様式応３）は、志願者について、令和５年１１月２０日以降に区市町村長が発行したものであることに留意する。

（注５）　第２学年相当以上に出願する者については、調査書を提出する必要はない。

（注６）　成人受検者特別措置は、定時制課程単位制高校を除く。

20歳未満

20歳以上

20歳未満
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中
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卒
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者

中

学

校

卒

業

者

中

学

校

卒

業

者

20歳未満

20歳以上

20歳未満

20歳以上

都内に転入すること
が確実な者

現に都内に勤務先を
有する者

勤務先を有することが確実であ
ることを証明する書類

勤務先を証明する書類

都立高等学校入学者選抜出願書類一覧
（学力検査に基づく選抜・定時制）

中学校卒業見込みの者

都内に住所を有する者

転居先を証明する書類

都内に勤務先を有す
ることが確実な者

都
内
に
住
所
を
有
さ
な
い
者

提出を要する書類等

応 募 資 格

10

12

11

13

別表２－２－２

 
入
学
願
書
（

所
定
の
用
紙
）

＊
1

 
入
学
考
査
料
（

所
定
の
納
付
書
に
よ
る
）

＊
2

　
志
願
申
告
書
（

所
定
の
用
紙
）

 
卒
業
見
込
証
明
書
（

様
式
任
意
）

　
卒
業
証
明
書

　
単
位
修
得
証
明
書
等

　
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書
（

様
式
応
３
）

　
自
己
申
告
書
（

様
式
 
）

その他必要な書類

中学校卒業見込みの者 ◎ ◎ ◎ ▲ ▲ △

中学校卒業者 ◎ ◎ ◎ ◎ △ ◎ △

高等学校等中途退学者 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ △

中学校卒業見込みの者 ◎ ◎ ◎ ▲ △

中学校卒業者 ◎ ◎ ◎ ◎ △ △ 転居先を証明する書類

高等学校等中途退学者 ◎ ◎ ◎ ◎ △

中学校卒業者 ◎ ◎ ◎ ◎ △ △

高等学校等中途退学者 ◎ ◎ ◎ ◎ △

◎ ◎ ◎ ▲ △

中学校卒業者 ◎ ◎ ◎ ◎ △ △
勤務先を有することが確実であ
ることを証明する書類

高等学校等中途退学者 ◎ ◎ ◎ ◎ △

（注１）　◎は、必ず全員提出する。

     　   ▲は、都外の中学校を卒業見込みの者が提出する。

  　　　　△は、該当する者のみ提出する。

          ＊1 は、第一次募集・分割前期募集においては、出願サイト上に志願者情報等を入力する。

          ＊2 は、第一次募集・分割前期募集においては、出願サイト上での決済又は所定の納付書による。

（注２）　都内の中学校を卒業見込みの者で、入学者選抜における検査結果を都立高校から中学校へ提供することに同意する場合、出願サイト上で入

　　　　学願書における個人情報の提供に関する同意署名欄に受検者氏名が表示されるように登録するか、入学願書の所定の欄に志願者本人が自署する。　　　　している都立高校長に提出する。

（注３）　八王子拓真高校（チャレンジ枠）の入学願書は、都立高校共通願書を使用すること。

（注４）　調査書及び成績一覧表を提出する必要はない。

（注５）　高等学校等中途退学者で修得単位数がゼロの場合は、単位修得証明書の代わりに高等学校等に在学していたことを証明する書類を提出する。

（注６）　住民票記載事項証明書（様式応３）は、志願者について、令和５年１１月２０日以降に区市町村長が発行したものであることに留意する。

都立高等学校入学者選抜出願書類一覧
（チャレンジスクール及び八王子拓真高校（チャレンジ枠））

中学校卒業見込みの者

勤務先を証明する書類

都内に住所を有する者

都内に転入することが
確実な者

現に都内に勤務先を有
する者

都内に勤務先を有する
ことが確実な者

都
内
に
住
所
を
有
さ
な
い
者

提出を要する書類等

応 募 資 格
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別表２－２－１

 
入
学
願
書
（

所
定
の
用
紙
）

＊
1

 
入
学
考
査
料
（

所
定
の
納
付
書
）

＊
2

 
調
査
書
（

様
式
　
）

　

Ｅ

Ｓ

Ａ

Ｔ
―

J

ス

コ

ア

レ

ポ
ー

ト
（

都

立

高

校

提

出

用
）

　
卒
業
証
明
書

　
自
己
Ｐ
Ｒ
カ
ー

ド
（

様
式
 
）

　
成
績
一
覧
表
〔

別
送
〕
（

様
式
 
）

　
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書
（

様
式
応
３
）

　
成
人
受
検
者
特
別
措
置
申
請
書
（

様
式
９
）

　
自
己
申
告
書
（

様
式
　
）

その他必要な書類

中学校卒業見込みの者 ◎ ◎ ◎ ◎ ▲ ◎ △ △
都外の中学校を卒業見込みの者
は住民票記載事項証明書（様式
応３）が必要

◎ ◎ ◎
★

◆ ▲ ◎ △

成人受検者特別措置希望者 ◎ ◎ ◎
★

◆ ▲ ◎ ◎ △

◎ ◎ ◆ ◎ ▲ ◎ △

成人受検者特別措置希望者 ◎ ◎ ◆ ◎ ▲ ◎ ◎ △

中学校卒業見込みの者 ◎ ◎ ◎ ◆ ▲ ○ △

◎ ◎ ◎
★

◆ ▲ △

成人受検者特別措置希望者 ◎ ◎ ◎
★

◆ ▲ ◎ ◎ △

◎ ◎ ◆ ◎ ▲ △

成人受検者特別措置希望者 ◎ ◎ ◆ ◎ ▲ ◎ △

◎ ◎ ◎
★

◆ ▲ △

成人受検者特別措置希望者 ◎ ◎ ◎
★

◆ ▲ ◎ ◎ △

◎ ◎ ◆ ◎ ▲ △

成人受検者特別措置希望者 ◎ ◎ ◆ ◎ ▲ ◎ △

◎ ◎ ◎ ◆ ▲ ○ △

◎ ◎ ◎
★

◆ ▲ △

成人受検者特別措置希望者 ◎ ◎ ◎
★

◆ ▲ ◎ ◎ △

◎ ◎ ◆ ◎ ▲ △

成人受検者特別措置希望者 ◎ ◎ ◆ ◎ ▲ ◎ △

（注１）　◎は、必ず全員提出する。ただし、成績一覧表及び及びESAT-Jスコアレポート（原本）は、在学している中学校の校長が親展扱いで、生徒が出願

　　　　を予定している都立高校長に提出する。

　　　　　なお、やむを得ない理由により中学校英語スピーキングテスト（ESAT-J）を受験できない又は受験できなかったことについて東京都教育委員会の

　　　　承認を受けた志願者は、スコアレポートに替えて、都立高等学校入学者選抜におけるESAT-Jの結果活用に関する措置申請承認書を提出する。

          また、★を付してある者のうち、令和３年度及び令和４年度に中学校を卒業した者については調査書（様式10-2）を、令和２年度以前に中学校を

        卒業した者については、調査書（様式10-3）を用いる。

      ＊1 は、第一次募集・分割前期募集においては、出願サイト上に志願者情報等を入力する。

      ＊2 は、第一次募集・分割前期募集においては、出願サイト上での決済又は所定の納付書による。

  　　　　○は、中学校において成績一覧表が作成できない場合、提出する必要はない。　

　　 　   ▲は、面接実施校の志願者のみ提出する。

  　　　　△は、該当する者のみ提出する。

　　　　　◆は、中学校英語スピーキングテスト（ESAT-J)を本人の希望により受験した者のみ提出する。

（注２）　都内の中学校を卒業見込みの者で、入学者選抜における検査結果を都立高校から中学校へ提供することに同意する場合、出願サイト上で入

　　　　学願書における個人情報の提供に関する同意署名欄に受検者氏名が表示されるように登録するか、入学願書の所定の欄に志願者本人が自署する。

（注３）　令和６年３月３１日現在満２０歳以上の者（平成１６年４月１日以前に出生した者）は、調査書の代わりに卒業証明書を提出する。

　　　　　なお、令和３年度及び令和４年度の卒業者については（様式10-2）により、令和２年度以前の卒業者については（様式10-3）により作成する。

（注４）　住民票記載事項証明書（様式応３）は、志願者について、令和５年１１月２０日以降に区市町村長が発行したものであることに留意する。

（注５）　第２学年相当以上に出願する者については、調査書を提出する必要はない。

（注６）　成人受検者特別措置は、定時制課程単位制高校を除く。

20歳未満

20歳以上

20歳未満

20歳以上

中

学

校

卒

業

者

中

学

校

卒

業

者

中

学

校

卒

業

者

中

学

校

卒

業

者

20歳未満

20歳以上

20歳未満

20歳以上

都内に転入すること
が確実な者

現に都内に勤務先を
有する者

勤務先を有することが確実であ
ることを証明する書類

勤務先を証明する書類

都立高等学校入学者選抜出願書類一覧
（学力検査に基づく選抜・定時制）

中学校卒業見込みの者

都内に住所を有する者

転居先を証明する書類

都内に勤務先を有す
ることが確実な者

都
内
に
住
所
を
有
さ
な
い
者

提出を要する書類等

応 募 資 格

10

12

11
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別表２－２－２

 
入
学
願
書
（

所
定
の
用
紙
）

＊
1

 
入
学
考
査
料
（

所
定
の
納
付
書
に
よ
る
）

＊
2

　
志
願
申
告
書
（

所
定
の
用
紙
）

 
卒
業
見
込
証
明
書
（

様
式
任
意
）

　
卒
業
証
明
書

　
単
位
修
得
証
明
書
等

　
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書
（

様
式
応
３
）

　
自
己
申
告
書
（

様
式
 
）

その他必要な書類

中学校卒業見込みの者 ◎ ◎ ◎ ▲ ▲ △

中学校卒業者 ◎ ◎ ◎ ◎ △ ◎ △

高等学校等中途退学者 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ △

中学校卒業見込みの者 ◎ ◎ ◎ ▲ △

中学校卒業者 ◎ ◎ ◎ ◎ △ △ 転居先を証明する書類

高等学校等中途退学者 ◎ ◎ ◎ ◎ △

中学校卒業者 ◎ ◎ ◎ ◎ △ △

高等学校等中途退学者 ◎ ◎ ◎ ◎ △

◎ ◎ ◎ ▲ △

中学校卒業者 ◎ ◎ ◎ ◎ △ △
勤務先を有することが確実であ
ることを証明する書類

高等学校等中途退学者 ◎ ◎ ◎ ◎ △

（注１）　◎は、必ず全員提出する。

     　   ▲は、都外の中学校を卒業見込みの者が提出する。

  　　　　△は、該当する者のみ提出する。

          ＊1 は、第一次募集・分割前期募集においては、出願サイト上に志願者情報等を入力する。

          ＊2 は、第一次募集・分割前期募集においては、出願サイト上での決済又は所定の納付書による。

（注２）　都内の中学校を卒業見込みの者で、入学者選抜における検査結果を都立高校から中学校へ提供することに同意する場合、出願サイト上で入

　　　　学願書における個人情報の提供に関する同意署名欄に受検者氏名が表示されるように登録するか、入学願書の所定の欄に志願者本人が自署する。　　　　している都立高校長に提出する。

（注３）　八王子拓真高校（チャレンジ枠）の入学願書は、都立高校共通願書を使用すること。

（注４）　調査書及び成績一覧表を提出する必要はない。

（注５）　高等学校等中途退学者で修得単位数がゼロの場合は、単位修得証明書の代わりに高等学校等に在学していたことを証明する書類を提出する。

（注６）　住民票記載事項証明書（様式応３）は、志願者について、令和５年１１月２０日以降に区市町村長が発行したものであることに留意する。

都立高等学校入学者選抜出願書類一覧
（チャレンジスクール及び八王子拓真高校（チャレンジ枠））

中学校卒業見込みの者

勤務先を証明する書類

都内に住所を有する者

都内に転入することが
確実な者

現に都内に勤務先を有
する者

都内に勤務先を有する
ことが確実な者

都
内
に
住
所
を
有
さ
な
い
者

提出を要する書類等

応 募 資 格
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別表２－３

 
都
内
に
住
所
を
有
す
る
者

 
都
内
に
勤
務
地
を
有
す
る
者

 
都
内
に
転
居
又
は
勤
務
予
定
の
者

　
（

資
格
審
査
を
要
す
る
者
）

 
任
意
提
出

 
入
学
願
書

(

各
学
校
所
定
の
用
紙

)

 
調
査
書

(

各
学
校
所
定
の
用
紙

)

 
成
績
証
明
書

(

各
学
校
所
定
の
用
紙

)
 
入
学
考
査
料
領
収
証
書

 
住
民
票
記
載
事
項
証
明
書
（

様
式
応
３
）

 
勤
務
証
明
書

 
都
内
に
転
居
又
は
勤
務
予
定
で
あ
る

　
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

 
自
己
申
告
書
（

様
式
 
 
）

　中学校卒業予定者、中学校既卒者又は
　高等学校等１年未満中途退学者

○ ○ ○ ○ ○ ○

　高等学校等中途退学者又は高等学校在
　籍中の者で、高等学校の修得単位数が
　新宿山吹高校は、0～18単位の者
　一橋高校は、0～13単位の者
　砂川高校は、0～13単位の者

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第
２
学
年
相
当
以
上

　高等学校等中途退学者又は高等学校在
　籍中の者で、高等学校の修得単位数が
　新宿山吹高校は、19単位以上の者
　一橋高校は、14単位以上の者
　砂川高校は、14単位以上の者

○ ○ ○ ○ ○ ○

（注１）　学校によっては、この様式以外にも提出が必要となる書類があるので、出願する高校の募集案内を　　　
        参照すること。　　　

　　　　　なお、令和６年３月３１日現在満２０歳以上の者（平成１６年４月１日以前に出生した者）は、
　　　　調査書の代わりに卒業証明書を提出する。

第
１
学
年
相
当

（注２）　調査書・成績証明書等、出願に必要な提出書類は、必ず各学校が定める指定の用紙を使用すること。

都立高等学校入学者選抜出願書類一覧
（学力検査に基づく選抜・通信制）

共　　通

該
当
者
の
み
任
意
提
出

提 出 書 類

応 募 資 格
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